
，

人工知能関連技術の研究開発及ひ箔用の推進に関する法律案（鰯ウの概要

人工知能関連技術（仮称）の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与する
ため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進のための施策に関し、基本理念
並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定そ
の他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部（仮称）を設置
する。

1 骨子
（1）基本理念

人工知能関連技術（人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な
能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技
術を利用して処理し、情報を出力する機能を実現するための情報処理システムに
関する技術をいう。以下同じd)の研究開発及び活用の推進は、次の事項を旨とし
て行うものとすることを規定する。
①我が国において人工知能関連技術を研究開発する能力を保持するとともに､人工
知能関連技術に関する産業の国際競争力を向上させること。

②人工知能関連技術の基礎的な研究開発から経済社会における活用に至る各段階
の関係者による取組を総合的かつ計画的に推進すること。

③人工知能関連技術の研究開発及び活用の方法の透明性及び適正性を確保するこ
と。

④人工知能関連技術の研究開発及び活用を国際的協調の下に進めるとともに､我が
国が国際協力において主導的な役割を果たすこと。

（2）国等の責務等
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する国、地方公共団体、人工知
能関連技術の研究開発を行う機関､人工知能関連技術を事業活動に活用しようとす
る事業者及び国民の責務並びに関係者の連携の強化等を規定する9
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（3）施策の基本となる事項
． ①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的施策として､研究開

発の推進、研究開発施設等の整備、透明性及び適正性の確保、必要な人材の養成
等､ 教育の振興、調査研究の実施並びに国際協力の推進等を規定する。

②政府は、（1）の基本理念にのっとり、①の基本的施策を踏まえ、人工知能関連
技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画を定めることとする。

（4）人工知能戦略本部
①内閣に、内閣総理大臣を本部長とする人工知能戦略本部を置く。
②人工知能戦略本部の所掌事務として、（3）②の計画の案の作成及び実施の推進
その他人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で重要なもの
の企画及び立案並びに総合調整に関することを規定する。

（5）内閣府設置法の一部改正（附則関係）
内閣府の所掌事務として、人工知能関連技術の研究開発及び活用の総合的かつ計

画的な推進を図るための基本的な政策に関する企画及び立案並びに総合調整に関
する事務等を規定する。

2 留意事項
（1）施行期日 公布の日から施行。ただし、（3）②、（4）及び（5）は公布の日か
ら起算して3月以内に政令で定める日から施行。

（2）非予算関連法案である。
（3）閣議決定希望時期 令和7年2月下旬



○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
表

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲

げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

十
三

科
学
技
術
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
る
た
め

の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

十
四

科
学
技
術
に
関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の
科
学
技
術

の
振
興
に
必
要
な
資
源
の
配
分
の
方
針
に
関
す
る
事
項

十
五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
科
学
技
術
の
振
興
に

関
す
る
事
項

十
六

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

→

の
創
出
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七

年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合

的
な
整
備
に
関
す
る
事
項

十
六
の
二

健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新

改

正

案

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲

げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

十
三
科
学
技
術
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
る
た
め

の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

十
四

科
学
技
術
に
関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の
科
学
技
術

の
振
興
に
必
要
な
資
源
の
配
分
の
方
針
に
関
す
る
事
項

十
五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
科
学
技
術
の
振
興
に

関
す
る
事
項
・

十
六

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
創
出
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七

年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
・
以
下
同
じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合

的
な
整
備
に
関
す
る
事
項

十
六
の
二

健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新

現

行

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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政
策
に
関
す
る
事
項

十
八
～
三
十
六

（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項

の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

十
七
の
二

●一
～
六
の
二

（
略
）

七
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
計
画
（
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
創
出
（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
β
）
の

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策

に
関
す
る
事
項

十
六
の
三

医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
に

関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の
資
源
の
配
分
の
方
針
に
関
す

る
事
項

十
七

宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
宇
宙
開
発
利
用
」
と

い
う
。
）
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基

本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

第
七
号
の
八
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
研
究
開
発
及
び
活

第
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項

究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

用
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な

人
工
知
能
関
連
技
術
（
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研

＝

十
八
～
三
十
六

（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項

の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

0一
～
六
の
二

（
略
）

七
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
計
画
（
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
創
出
（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

）
の

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策

に
関
す
る
事
項

十
六
の
三

医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
に

関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の
資
源
の
配
分
の
方
針
に
関
す

る
事
項

十
七

宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
宇
宙
開
発
利
用
」
と

い
う
。
）
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基

本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

ノ
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4

戸
４

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
）

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
四

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
は

第
四
十
条
の
四

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
は

、
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
風
‐
御
調
十
七

、
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
並
び
に
第
三

弓
‐
呵
．
並
び
に
第
三
項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
、
第
七

項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
及
び
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る

号
の
八
の
二
及
び
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

◎

２
～
４

（
略
）

七
の
九

（
略
）

八
～
六
十
三

（
略
）

七
の
八
の
二

七
の
二

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積

り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
二
の
二

特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
国
立
研
究
開
発

法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方

針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
三

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
四
～
七
の
八

（
略
）

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に

２
～
４

（
略
）

七
の
二

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積

り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

・

七
の
二
の
二

特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
国
立
研
究
開
発

法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方

針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
三

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
四
～
七
の
八

（
略
）

（
新
設
）

七
の
九

（
略
）

八
～
六
十
三

（
略
）
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人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

二
段
表

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
が
我
が
国
の
国
民

生
活
及
び
経
済
活
動
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
技
術
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進

の
た
め
の
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
並
び
に
人
工
知
能
関
連
技

術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の

策
定
そ
の
他
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に

、
人
工
知
能
戦
略
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル

社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
科
学

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案

、

目
次第
一
章

総
則
（
第
一
条
’
第
十
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
十
一
条
’
第
十
七
条
）

第
三
章

人
工
知
能
基
本
計
画
（
第
十
八
条
）

附
則

第
四
章

人
工
知
能
戦
略
本
部
（
第
十
九
条
’
第
二
十
八
条
）

条
文
案
イ
メ
ー
ジ

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
国
民
が
健
康
な
生
活
及
び
長
寿
を
享
受

す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
（
以
下
「
健
康
長
寿
社
会
」
と
い
う

。
）
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
先
端
的
な
科
学
技
術
を
用
い
た

医
療
、
革
新
的
な
医
薬
品
等
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬

品
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
を
い
う
。
第
十
三
条
第
一
項
に
お

健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十

八
号
）

目
次

・

第
一
章

総
則

（
第
一
条
’
第
九
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
十
条
’
第
十
六
条
）

第
三
章

健
康
・
医
療
戦
略
（
第
十
七
条
）

第
四
章

医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
推
進
（
第
十
八
条
・
第
十

九
条
）

第
五
章

健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
（
第
二
十
条
’
第
二
十

九
条
）

附
則

参
照

条
文
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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、

「
人
工
知
能
関
連
技
術
」
と
は

、
人
工
的
な
方
法
に
よ
り
人
間
の
認
知
、
推
論
及
び
判
断
に
係

る
知
的
な
能
力
を
代
替
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な

技
術
並
び
に
入
力
さ
れ
た
情
報
を
当
該
技
術
を
利
用
し
て
処
理

技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十

号
）
そ
の
他
の
関
連
法
律
と
相
ま
っ
て
、
人
工
知
能
関
連
技
術

の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民

経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

い
て
同
じ
。
）
を
用
い
た
医
療
そ
の
他
の
世
界
最
高
水
準
の
技

術
を
用
い
た
医
療
（
以
下
「
世
界
最
高
水
準
の
医
療
」
と
い
う

。
）
の
提
供
に
資
す
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
並
び
に
そ
の
環

境
の
整
備
及
び
成
果
の
普
及
並
び
に
健
康
長
寿
社
会
の
形
成
に

資
す
る
新
た
な
産
業
活
動
の
創
出
及
び
活
性
化
並
び
に
そ
れ
ら

の
環
境
の
整
備
（
以
下
「
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究

開
発
及
び
新
産
業
創
出
」
と
い
う
。
）
を
図
る
と
と
も
に
、
そ

れ
を
通
じ
た
我
が
国
経
済
の
成
長
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開

発
及
び
新
産
業
創
出
に
関
し
、
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
、
そ

の
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
施
策
そ
の
他
基
本
と
な
る
事
項

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
政
府
が
講
ず
べ
き
健
康
・
医
療

に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
健

康
・
医
療
戦
略
」
と
い
う
。
）
の
作
成
及
び
健
康
・
医
療
戦
略

推
進
本
部
の
設
置
そ
の
他
の
健
康
・
医
療
戦
略
の
推
進
に
必
要

と
な
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
・
医
療
戦

略
を
推
進
し
、
も
っ
て
健
康
長
寿
社
会
の
形
成
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
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（
基
本
理
念
）

第
三
条

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
は

、
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
第
二
章
に
定
め
る
基
本
理
念
及

び
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
三
条
に
定
め
る
科

学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
振
興
に
関
す
る
方
針
の
ほ

か
、
こ
の
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
は
、
人

工
知
能
関
連
技
術
が
、
そ
の
効
果
的
か
つ
適
正
な
活
用
に
よ
っ

て
行
政
事
務
及
び
民
間
の
事
業
活
動
の
飛
躍
的
な
効
率
化
及
び

高
度
化
並
び
に
新
産
業
の
創
出
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
我
が

国
の
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
と
な
る
技
術
で
あ
る
と

と
も
に
、
我
が
国
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
技
術
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国
に
お
い
て
人
工
知
能
関
連
技
術
を

研
究
開
発
す
る
能
力
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
人
工
知
能
関
連

技
術
に
関
す
る
産
業
の
国
際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
旨

と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

３
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
は
、
人

し
、
情
報
を
出
力
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
情
報
処
理
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
技
術
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条

健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業

創
出
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
け
る
基
礎
的
な
研
究
開

発
か
ら
実
用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
ま
で
の
一
貫
し
た
研
究
開

発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
円
滑
な
実
用
化
に
よ
り
、
世
界
最

高
水
準
の
医
療
の
提
供
に
資
す
る
と
と
も
に
、
健
康
長
寿
社
会

の
形
成
に
資
す
る
新
た
な
産
業
活
動
の
創
出
及
び
そ
の
海
外
に

お
け
る
展
開
の
促
進
そ
の
他
の
活
性
化
に
よ
り
、
海
外
に
お
け

る
医
療
の
質
の
向
上
に
も
寄
与
し
つ
つ
、
我
が
国
経
済
の
成
長

に
資
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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､ 3

（
国
の
責
務
）

第
四
条

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念

」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開

発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
国
は
、
行
政
事
務
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
た
め
、
国

の
行
政
機
関
に
お
け
る
人
工
知
能
関
連
技
術
の
積
極
的
な
活
用

を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

工
知
能
関
連
技
術
の
基
礎
的
な
研
究
開
発
か
ら
経
済
社
会
に
お

け
る
活
用
に
至
る
各
段
階
の
関
係
者
に
よ
る
取
組
が
相
互
に
密

接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す

る
。

４
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
は
、
不
当
な
目

的
又
は
不
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
国
民
の
権

利
又
は
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

そ
の

推
進
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
開
発
及
び
活
用
の
方
法
の
透
明
性

及
び
適
正
性
の
確
保
を
旨
と
す
る
も
の
と
す
る
。

５
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
は
、
我
が
国
及

び
国
際
社
会
の
平
和
と
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
る

よ
う
へ
国
際
的
な
協
調
の
下
に
進
め
る
こ
と
を
旨
と
し
、
我
が

国
が
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
関
す
る
国

際
協
力
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。

（
国
の
責
務
）

第
三
条

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念

」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的

研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
策
定
し
《
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
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（
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
を
行
う
機
関
の
責
務
）

第
六
条

大
学
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第

九
項
に
規
定
す
る
研
究
開
発
法
人
、
人
工
知
能
関
連
技
術
を
活

用
し
た
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
民
間
の
事
業
者
そ
の

他
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
を
行
う
機
関
（
以
下
「

研
究
開
発
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り

、

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
並
び

に
専
門
的
か
つ
幅
広
い
知
識
を
有
す
る
人
材
の
育
成
に
積
極
的

に
努
め
る
と
と
も
に
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
実
施
す

る
施
策
及
び
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す

る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
研
究
開
発
機
関
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
人
文
科
学
及
び
自
然
科
学
に
関
す
る
多
様

な
分
野
の
知
見
を
総
合
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
研
究
開
発
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
人
工
知

能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
し
、
国
と
の

適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
べ
き
施
策

と
し
て
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
を
生
か
し
た
自

主
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

，

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
健
康
・

医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
に
関
し
、

国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
べ

き
施
策
と
し
て
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
を
生
か

し
た
自
主
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

（
研
究
機
関
の
責
務
）

第
五
条

大
学
、
研
究
開
発
法
人
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十

三
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
研
究
開
発
法
人
を
い
う
。

）
そ
の
他
の
研
究
機
関
（
以
下
単
に
「
研
究
機
関
」
と
い
う
。

）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び

そ
の
成
果
の
普
及
並
び
に
人
材
の
育
成
に
積
極
的
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
研
究
機
関
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
へ
先
端
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
研
究
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

る
。
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》

（
人
工
知
能
関
連
技
術
を
事
業
活
動
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
事

業
者
の
責
務
）

第
七
条

人
工
知
能
関
連
技
術
を
事
業
活
動
に
活
用
し
よ
う
と
す

る
事
業
者
（
第
九
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
「

活
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自

ら
人
工
知
能
関
連
技
術
の
活
用
に
よ
り
事
業
活
動
の
効
率
化
及

び
高
度
化
並
び
に
新
産
業
の
創
出
に
努
め
る
と
と
も
に
、
第
四

条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
実
施
す
る
施
策
及
び
第
五
条
の
規
定

に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
の
責
務
）

第
八
条

国
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
人
工
知
能
関
連
技

術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深

め
る
と
と
も
に
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
実
施
す
る
施

策
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る

施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
療
機
関
の
責
務
）

第
六
条

医
療
機
関
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
第
三
条
の
規

定
に
基
づ
き
国
が
実
施
す
る
施
策
及
び
第
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出

を
行
う
事
業
者
の
責
務
）

第
七
条

健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業

創
出
を
行
う
事
業
者
（
次
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
に
お

い
て
単
に
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と

り
、
自
ら
研
究
開
発
に
努
め
る
と
と
も
に
、
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
国
が
実
施
す
る
施
策
及
び
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
地

方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

【
参
考
】
気
候
変
動
適
応
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
号
）

（
国
民
の
努
力
）

第
六
条

国
民
は
、
気
候
変
動
適
応
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心

と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
気

候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。
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第
二
章

基
本
的
施
策

（
研
究
開
発
の
推
進
）

第
十
一
条

国
ば
、
人
工
知
能
関
連
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
な
研

究
開
発
か
ら
実
用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
ま
で
の
一
貫
し
た
研

究
開
発
の
推
進
、
研
究
開
発
機
関
に
お
け
る
研
究
開
発
の
成
果

の
移
転
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
研
究
開
発
の
成
果
に
係
る
情

報
の
提
供
そ
の
他
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
十
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の

推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財

政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
連
携
の
強
化
）

第
九
条

国
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
へ
研
究
開
発
機
関
及
び
活

用
事
業
者
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
に
よ

り
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
が
図

ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
の
連
携
の
強
化
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
国
は
、
前
項
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
基
礎
的
な

研
究
開
発
に
お
け
る
革
新
的
な
成
果
が
経
済
社
会
に
お
け
る
急

速
な
活
用
の
拡
大
に
つ
な
が
る
と
い
う
人
工
知
能
関
連
技
術
の

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
九
条

国
は
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び

新
産
業
創
出
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上

又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
連
携
の
強
化
）

第
八
条

国
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
機
関
、
医
療
機
関

及
び
事
業
者
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
に

よ
り
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業

創
出
の
効
果
的
な
実
施
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の

者
の
間
の
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

‐
第
二
章

基
本
的
施
策

（
研
究
開
発
の
推
進
）

第
十
条

国
は
、
世
界
最
高
水
準
の
医
療
の
提
供
に
必
要
な
医
療

分
野
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
円
滑
な
実
用
化
を

図
る
た
め
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
関
し
、
基
礎
的
な
研
究

開
発
か
ら
実
用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
ま
で
の
一
貫
し
た
研
究

開
発
の
推
進
、
研
究
機
関
に
お
け
る
研
究
開
発
の
成
果
の
移
転

の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
研
究
開
発
の
成
果
に
係
る
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

。
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（
透
明
性
及
び
適
正
性
の
確
保
）

第
十
三
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用

の
透
明
性
及
び
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
国
際
的
な
規
範
の

趣
旨
に
即
し
た
指
針
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
研
究
開
発
施
設
等
の
整
備
）

第
十
二
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用

に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
大
規
模
な
情
報
処
理
、
情
報
通
信
、

電
磁
的
記
録
の
保
管
等
に
係
る
施
設
及
び
設
備
並
び
に
デ
ー
タ

セ
ッ
ト
（
特
定
の
目
的
を
も
っ
て
収
集
し
た
情
報
の
集
合
物
を

い
う
。
）
そ
の
他
の
知
的
基
盤
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
の
四
に
規
定
す

る
知
的
基
盤
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
研

究
開
発
機
関
そ
の
他
の
事
業
者
が
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
及
び
設
備
並
び
に
知
的
基
盤
の
整
備

及
び
共
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

》（》○

特
性
に
鑑
み
、
基
礎
的
な
研
究
開
発
の
振
興
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

『

（
研
究
開
発
の
環
境
の
整
備
）

第
十
一
条

国
は
、
世
界
最
高
水
準
の
医
療
の
提
供
に
必
要
な
医

療
分
野
の
研
究
開
発
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、

研
究
機
関
に
お
け
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
臨
床
研
究
に

お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
お
け
る
臨
床
研
究

の
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
研
究
開
発
の
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保
）

第
十
二
条

国
は
、
研
究
機
関
、
医
療
機
関
又
は
事
業
者
が
、
医

療
分
野
の
研
究
開
発
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
及
び
研
究

開
発
に
関
す
る
行
政
指
導
指
針
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
八
号
二
の
行
政
指
導
指
針
を
い
う

。
）
を
遵
守
し
、
生
命
倫
理
へ
の
配
慮
及
び
個
人
情
報
の
適
切

な
管
理
を
行
う
よ
う
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
公
正
か
つ
適

正
な
実
施
の
確
保
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
四
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
な
研

究
開
発
か
ら
実
用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
ま
で
の
一
貫
し
た
研

（
研
究
開
発
成
果
の
実
用
化
の
た
め
の
審
査
体
制
の
整
備
等
）

第
十
三
条

国
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
成
果
で
あ
る
新
た

な
医
薬
品
等
の
実
用
化
が
迅
速
か
つ
安
全
に
図
ら
れ
る
よ
う
、

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第

二
十
三
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
承
認
の
た
め

の
審
査
そ
の
他
の
医
薬
品
等
の
実
用
化
の
た
め
に
必
要
な
手
続

の
迅
速
か
つ
的
確
な
実
施
を
可
能
と
す
る
審
査
体
制
の
整
備
そ

の
他
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
国
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
際
し
、

そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
適

正
か
つ
迅
速
に
予
測
、
評
価
及
び
判
断
す
る
こ
と
に
関
す
る
科

学
の
振
興
に
必
要
な
体
制
の
整
備
、
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び

資
質
の
向
上
そ
の
他
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
六
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
機
関
、
医
療
機
関
及

び
事
業
者
と
緊
密
な
連
携
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
健
康
。
医
療

（
新
産
業
の
創
出
及
び
海
外
展
開
の
促
進
）

第
十
四
条

国
は
、
健
康
長
寿
社
会
の
形
成
に
資
す
る
新
た
な
産

業
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
成

果
の
企
業
化
の
促
進
そ
の
他
の
新
た
な
産
業
活
動
の
創
出
及
び

そ
の
海
外
に
お
け
る
展
開
の
促
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。
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（
教
育
の
振
興
等
）

第
十
五
条

国
は
、
国
民
及
び
活
用
事
業
者
が
広
く
人
工
知
能
関

連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め

る
よ
う
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
関
す

る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
、
広
報
活
動
の
充
実
そ
の
他
の
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
等
）

第
十
六
条

国
は
、
国
内
外
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発

及
び
活
用
の
動
向
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
人
工
知
能
関
連
技

術
の
活
用
に
関
連
す
る
国
民
の
権
利
又
は
利
益
の
侵
害
に
係
る

事
案
の
分
析
及
び
対
策
の
検
討
そ
の
他
の
人
工
知
能
関
連
技
術

の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
資
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行

い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
事
業
者
及
び
国
民
に
対
す
る
指

導
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

究
開
発
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
展
開

の
た
め
に
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
関

す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
多
様
な
分
野
の
人
材
が
必
要
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
開
発
機
関
及
び
活
用

事
業
者
と
緊
密
な
連
携
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
な
人
材
の

確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
教
育
の
振
興
等
）

第
十
五
条

国
は
、
国
民
が
広
く
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的

研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る

よ
う
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業

創
出
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
、
広
報
活
動
の
充
実
そ

の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
に
関
す
る
専
門

的
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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第
三
章

人
工
知
能
基
本
計
画

第
十
八
条

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
前
章
に
定
め
る

基
本
的
施
策
を
踏
ま
え
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及

び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
人
工
知
能

基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
人
工
知
能
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
協
力
）

第
十
七
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用

に
関
す
る
国
際
協
力
を
進
め
る
と
と
も
に
、
国
際
的
な
規
範
の

策
定
に
積
極
的
に
参
画
す
る
も
の
と
す
る
。

一
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
の
た

め
に
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
施
策
に
関

す
る
基
本
的
な
方
針

二
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関

し
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

第
三
章

健
康
・
医
療
戦
略
・

第
十
七
条

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
前
章
に
定
め
る

基
本
的
施
策
を
踏
ま
え
、
健
康
・
医
療
戦
略
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

２
健
康
・
医
療
戦
略
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

【
参
考
】
知
的
財
産
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
二

口看）

第
二
十
三
条

（
略
）

２
推
進
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
た
め
に
政
府
が

集
中
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針

二
知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
し
政
府
が
集

中
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策
‐

三
知
的
財
産
に
関
す
る
教
育
の
振
興
及
び
人
材
の
確
保
等

に
関
し
政
府
が
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策
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※
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
に
お
い
て
は
、
同
法
と
同
時
に
設

立
さ
れ
た
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
役

割
を
定
め
る
た
め
に
、
国
の
施
策
の
方
針
を
示
し
た
戦
略
と
別

に
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る

が
、
本
法
律
案
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
事
情
が
な
い
た
め
、
基

本
計
画
の
み
を
規
定
す
る
。

３
内
閣
総
理
大
臣
は
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
の
作
成
し
た
人
工

知
能
基
本
計
画
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
も
の
と

す
る
。

４
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ

っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
人
工
知
能
基
本
計
画
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

５
前
二
項
の
規
定
は
、
人
工
知
能
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の

研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
政
府
が
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

第
四
章

医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
推
進

（
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
）

第
十
八
条

健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
は
、
政
府
が
講
ず
べ
き

医
療
分
野
の
研
究
開
発
並
び
に
そ
の
環
境
の
整
備
及
び
成
果
の

普
及
に
関
す
る
施
策
（
以
下
「
医
療
分
野
研
究
開
発
等
施
策
」

と
い
う
。
）
の
集
中
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
健

康
・
医
療
戦
略
に
即
し
て
、
医
療
分
野
研
究
開
発
等
施
策
の
推

進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
一
条
第

二
号
に
お
い
て
「
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
」
と
い
う
。

）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
内
閣
総
理
大
臣
は
へ
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
作
成
し

た
健
康
・
医
療
戦
略
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
も

の
と
す
る
。

４
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ

っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
健
康
・
医
療
戦
略
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

５
前
二
項
の
規
定
は
、
健
康
，
医
療
戦
略
の
変
更
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

四
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
的
財
産
の
創
造
、

ﾔ保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
を
政
府
が
集
中
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
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一
医
療
分
野
研
究
開
発
等
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
医
療
分
野
研
究
開
発
等

施
策

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
分
野
研
究
開
発
等

施
策
を
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項

３
前
項
第
二
号
の
医
療
分
野
研
究
開
発
等
施
策
に
つ
い
て
は
、

当
該
医
療
分
野
研
究
開
発
等
施
策
の
具
体
的
な
目
標
及
び
そ
の

達
成
の
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医

療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

５
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
を

取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
、
及
び
医
療
分
野
研
究
開
発

等
施
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
医
療
分
野
研
究
開

発
推
進
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
も
の

と
す
る
。

６
第
四
項
の
規
定
は
、
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
中
核
的
な

役
割
）

第
十
九
条

医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
は
、
国
立
研
究
開
発

法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
、
研
究
機
関
の
能
力
を
活
用

し
て
行
う
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
並
び
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（
設
置
）

第
十
九
条

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内

閣
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を

置
く
、

（
所
掌
事
務
）

・

第
二
十
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
人
工
知
能
基
本
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関

す
る
こ
と
・

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研

第
四
章

人
工
知
能
戦
略
本
部

第
五
章

健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部

（
設
置
）

第
二
十
条

（
略
）

【
参
考
】
知
的
財
産
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）

（
設
置
）

一
第
二
十
四
条

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る

一

施
策
を
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
へ

一

知
的
財
産
戦
略
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く

（
所
掌
事
務
）

第
二
十
一
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

【
参
考
】
知
的
財
産
基
本
法
（
平
成
十
四
年

号
）

！

（
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
１

－
推
進
計
画
を
作
成
し
、
並
び
に
そ
の

｝）‐ン」◎

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
的

に
研
究
機
関
に
お
け
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境

の
整
備
の
助
成
に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
う
よ
う
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。

◎

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
二

知
的
財
産
の
創
造
、

実
施
を
推
進
す
る

保
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『

（
人
工
知
能
戦
略
副
本
部
長
）

第
二
十
三
条

本
部
に
、
人
工
知
能
戦
略
副
本
部
長
（
次
項
及
び

次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、

内
閣
官
房
長
官
及
び
人
工
知
能
戦
略
担
当
大
臣
（
内
閣
総
理
大

臣
の
命
を
受
け
て
へ
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活

用
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣
を
助

け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国
務
大
臣
を
い
う
。
）
を
も
っ

て
充
て
る
。

２
副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
人
工
知
能
戦
略
本
部
長
）

第
二
十
二
条

本
部
の
長
は
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
長
（
次
項
、

次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
本
部
長
」

と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
組
織
）

第
二
十
一
条

本
部
は
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
長
、
人
工
知
能
戦

略
副
本
部
長
及
び
人
工
知
能
戦
略
本
部
員
を
も
っ
て
組
織
す
る

２
本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

．

。

究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
二
十
二
条

本
部
は
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
長
、
健
康

・
医
療
戦
略
推
進
副
本
部
長
及
び
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部

員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
長
）

第
二
十
三
条

本
部
の
長
は
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
長
（

次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
本

部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る

（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
副
本
部
長
）

第
二
十
四
条

本
部
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
副
本
部
長
（
次

項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
ｐ
）
を

置
き
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
健
康
・
医
療
戦
略
担
当
大
臣
（
内

閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
、
健
康
・
医
療
戦
略
に
関
し
内
閣

総
理
大
臣
を
助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国
務
大
臣
を
い

う
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

２
副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

p

護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
で
重

関
す
る
調
査
審
議
、
そ
の
施
策
の

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

要
な
も
の
の
企
画
に

実
施
の
推
進
並
び
に
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《
（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
）

第
二
十
五
条

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団

体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
‐
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

を
い
う
。
）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
長
並
び
に
特
殊
法
人

（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に

よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ

て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四

条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）

③
の
代
表
者
に
対
し
て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ

の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対

し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
工
知
能
戦
略
本
部
員
）

第
二
十
四
条

本
部
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
員
（
次
項
に
お
い

て
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大

臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
）

第
二
十
六
条

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体

、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を

い
う
。

）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
長
並
び
に
特
殊
法
人
（

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第

一
項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
の
代

表
者
に
対
し
て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他

必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対

し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
員
）

第
二
十
五
条

本
部
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
員
（
次
項

に
お
い
て
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大

臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

－16－



（
政
令
へ
の
委
任
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し

第
二
十
九
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
．

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
二
十
七
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理

大
臣
と
す
る
。

〃

（
事
務
）

（
事
務
）

第
二
十
六
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
処
理

第
二
十
七
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
処
理

す
る
。

す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
二
十
八
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法

（
昭
和

《
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理

大
臣
と
す
る
。
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人エ知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案（仮称）

御指摘事項とその対応について

内閣府 科学技術・イノペーション推進事務局

令和6年12月6日

二段表関係

○ 第1条中、「研究開発及び活用に関する基本的な計画」を「研究開発及び活用の推進に

関する基本的な計画」と修正すべき。

→“御指摘のとおり修正。これに伴い同条及び下三分の一枠囲い中、「研究開発及び活用

に関する施策」を「研究開発及び活用の推進に関する施策｣と修正（第18条第2項第3

号及び第19条の規定ぶりも参照)。

○ 第6条第2項中、「総合する」とあるが、見慣れない表現なので修正すべき。

→・御指摘を踏まえ、科学技術。イノベーション基本法（平成七年法律第百三十号）第3

条第6項の規定ぶりを参考に､ 「総合的に活用する」と修正。

●科学技術・イノペーション基本法（平成七年法律第百三十号）

（科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針）

第三条 （略）

2～5 （略）

6 科学技術。イノペーション創出の振興に当たっては、あらゆる分野の科学技術に関する知見を

総合的に活用して、次に掲げる課題その他の社会の諸課題への的確な対応が図られるよう留意さ

れなければならない。

－～三 （略）

○ 第16条中、「事業者、国民｣は、「事業者里塑国民｣と修正すべき。

→ 御指摘のとおり修正。

下三分の一関僅

○ 1（1）の冒頭2行は不要。「人工知能関連技術」の定義を挿入すべき。「次の事項に基

づいて行う旨を規定する」を「次の事項を旨として行うものとすることを規定する」と修

正すべき。

→ 御指摘のとおり修正。「人工知能関連技術」の定義に関しては、第2条の規定ぶりを

引用し記載｡

○ 1（3）の①と②を入れ替えるべき。

新①中、 ｢研究開発及び活用に関する透明性及び適正性」の「研究開発及び活用に関す

る」は不要。

Ⅱ



ざ

（1）の基本理念にのっとり、①の基本的施策を踏まえ、 人工新②の冒頭に、「政府は、

知能関連技術の…」と追記すべき（下線部)。

→ 御指摘のとおり修正。

○ 1（4）②の所掌事務は全て書き下すべき。

→ 第20条第2号の規定ぶりを引用し、「等」を「その他人エ知能関連技術の研究開発及

び活用の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること」

と修正。

内閣府設置法の一部改正関係

○ 第4条第1項第17号の2の用語の引用部分について､同条中の規定ぶりの並びを踏まえ

て、改めて確認すべき。

→ 上記確認の結果、内閣府設置法第4条においては、すべて「規定するものをいう」と

いう規定ぶりであったため、原案どおりとした。

直近の内閣提出法案でも「規定するものをいう」と規定した例

●孤独・孤立対策推進法（令和五年法律第四十五号）

附 則

（内閣府設置法の一部改正）

第四条 内閣府設置法の－部を次のように改正する。

第四条第一項に次の一号を加える。

三十五 孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第一条に規定するも

のをいう｡第三項第二十七号の五において同じ｡）の推進を図るための基本的な政策に関する

事項

第四条第三項第二十七号の三の次に次の二号を加える。

二十七の四 孤独・孤立対策重点計画(孤独・孤立対策推進法第八条第一項に規定するものをい

、立・）の作成及び推進に関すること。

（略）
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